
　

タイトル 正犯と共犯（3）

著者 吉田, 敏雄; YOSHIDA, Toshio

引用 北海学園大学法学研究, 55(3): 39-60

発行日 2019-12-30



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

論

説
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正
犯
と
共
犯
⑶

吉

田

敏

雄

目

次

第
⚑
章

関
与
理
論
の
基
礎

序第
⚑
節

基
本
概
念

⚑

出
立
点

⚒

限
縮
的
正
犯
者
概
念
と
拡
張
的
正
犯
者
概
念

⚓

従
属
性
と
独
立
性

第
⚒
節

共
犯
体
系

⚑

共
犯
体
系
モ
デ
ル

⚒

ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
共
犯
体
系

Ａ

現
行
法

Ｂ

正
犯
と
共
犯
の
境
界

（
以
上
第
五
四
巻
第
二
号
)

Ｃ

正
犯
者
と
共
犯
者
に
対
す
る
同
一
法
定
刑
の
問
題
性

第
⚓
節

統
一
正
犯
者
体
系

⚑

統
一
正
犯
者
体
系
モ
デ
ル

Ａ

一
元
的
規
制
モ
デ
ル

Ｂ

統
一
正
犯
者
体
系
の
種
類

2

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
お
け
る
統
一
正
犯
者
体
系

Ａ

現
行
法

Ｂ

正
犯
者
形
態

Ｃ

独
立
性

Ｄ

過
失
犯

北研 55 (3・39) 523

正犯と共犯⑶



Ｅ

全
体
的
・
個
別
的
量
刑

Ｆ

統
一
正
犯
者
体
系
と
共
犯
者
体
系
の
比
較

（
以
上
第
五
四
巻
第
三
号
)

第
⚔
節

日
本
刑
法
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
の
関
係

1

共
犯
従
属
性
説
と
共
犯
独
立
性
説

2

正
犯
と
共
犯
の
境
界

Ａ

構
成
要
件
個
別
特
有
の
正
犯
と
共
犯
の
境
界

Ｂ

一
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境
界
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以
上
第
五
五
巻
第
三
号
)

第
⚑
章

関
与
理
論
の
基
礎

第
⚔
節

日
本
刑
法
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
の
関
係

⚑

共
犯
従
属
性
説
と
共
犯
独
立
性
説

日
本
刑
法
は
、
刑
法
第
一
一
章
［
共
犯
］
第
六
〇
条
［
共
同
正
犯
］
が
正
犯
に
つ
い
て
、⽛
二

人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
は
、
す
べ
て
正
犯
と
す
る
。⽜
と
規
定
す
る
に
止
ま
る
が
、
第
一
一
章
⽛
共
犯
⽜
の
前
に
お
か
れ
て

い
る
諸
規
定
は
、⽛
単
独
⽜
正
犯
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
狭
義
の
共
犯
（
104
）に
つ
い
て
は
、
刑
法
第
六
一
条
⽛
教
唆
犯
⽜
第
一
項
が
、⽛
人
を

教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
は
、
正
犯
の
刑
を
科
す
る
。⽜
と
定
め
、
刑
法
第
六
二
条
⽛
幇
助
犯
⽜
第
一
項
が
、⽛
正
犯
を
幇
助
し

た
者
は
、
従
犯
と
す
る
。⽜
と
定
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
刑
法
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
、
ス
イ
ス
刑
法
と
同
様
に
、⽛
共
犯
体
系
モ
デ
ル
⽜

に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
正
犯
、
教
唆
犯
、
幇
助
犯
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
の
こ
と

だ
け
で
直
ち
に
日
本
刑
法
が
⽛
共
犯
体
系
モ
デ
ル
⽜
を
採
用
し
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
⽛
統
一
正
犯
者
体

系
モ
デ
ル
⽜
を
採
用
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
、
ス
イ
ス
刑
法
の
定
め
る
教
唆
犯
者
、
幇
助
犯
者
と
い
う
概
念
は

用
い
な
い
が
、
正
犯
者
形
態
を
直
接
正
犯
者
、
慫
慂
正
犯
者
及
び
寄
与
正
犯
者
に
類
型
化
し
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

⽛
共
犯
体
系
モ
デ
ル
⽜
と
⽛
統
一
正
犯
者
体
系
モ
デ
ル
⽜
の
分
水
嶺
と
な
る
の
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
（
本
章
第
⚓
節
⚑
Ａ
）、
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量
的
従
属
性
（
い
わ
ゆ
る
実
行
従
属
性
）
の
要
否
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
被
教
唆
者
・
被
幇

助
者
が
現
実
に
⽛
実
行
行
為
⽜
に
出
た
こ
と
を
要
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
が
共
犯
従
属
性
説
で
あ
り
、
否
定

す
る
の
が
共
犯
独
立
性
説
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
実
定
法
上
の
根
拠
と
刑
事
政
策
上
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
。

わ
が
国
で
は
、
共
犯
独
立
性
説
は
一
般
に
近
代
学
派
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
が
（
105
）、
そ
の
主
た
る
論
拠
は
次
の
諸
点
に
あ
る
（
106
）。

①
日
本
刑
法
は
一
応
共
犯
の
従
属
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
も
し
共
犯
の
従
属
性
と
は
共
犯
が
犯
罪
た
る
た
め

に
は
正
犯
の
実
行
を
条
件
と
す
る
意
味
だ
と
解
す
る
と
、
共
犯
は
正
犯
の
実
行
を
停
止
条
件
と
す
る
⽛
条
件
付
犯
罪
⽜
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
条
件
付
犯
罪
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
正
犯
の
実
行
行
為
は
そ
れ
が
共
犯
の
故
意
に
包
含
さ
れ
て
い
る
か
ら
犯
罪
と
な
る
の

で
、
共
犯
の
犯
罪
は
正
犯
行
為
の
犯
罪
性
に
従
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
犯
固
有
の
犯
罪
で
あ
る
。
し
か
し
、
又
、
も
し
正
犯
の
実
行

が
共
犯
の
客
観
的
な
可
罰
性
の
条
件
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
客
観
的
可
罰
要
件
は
犯
罪
の
成
立
要
件
で
は
な
く
、
犯
罪
の
成
立
要
件

を
具
備
し
た
行
為
の
可
罰
性
の
要
件
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
共
犯
行
為
自
体
が
共
犯
者
固
有
の
犯
罪
性
を
も
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
刑
法
の
共
犯
規
定
は
従
属
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
犯
独
立
性
説
の
見
地
に
立

つ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
（
107
）。

②
共
犯
従
属
性
説
に
は
、
共
犯
行
為
は
正
犯
の
実
行
以
前
の
行
為
だ
か
ら
予
備
で
あ
り
、
予
備
は
原
則
と
し
て
法
的
重
要
性
が
な
く
罰

し
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
共
犯
行
為
は
正
犯
の
可
罰
性
を
待
っ
て
そ
の
犯
罪
性
と
可
罰
性
を
取
得
す
る
か
ら
従
属
的
だ
と
説
く
も
の
も
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
説
で
は
、
正
犯
の
実
行
の
着
手
以
前
に
法
的
重
要
性
の
無
い
行
為
が
着
手
と
同
時
に
、
初
め
て
、
法
的
重
要
性
を
得

て
く
る
と
い
う
理
由
を
説
明
し
え
な
い
。
も
し
そ
の
理
由
が
共
犯
従
属
性
に
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
結
局
、
循
環
論
に
帰
し
、

従
属
性
の
概
念
の
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
す
る
に
終
わ
る
（
108
）。

③
共
犯
従
属
性
説
は
、
理
論
的
に
は
合
理
的
根
拠
を
欠
き
、
実
定
法
上
の
根
拠
を
欠
く
の
で
、
共
犯
独
立
性
説
の
見
地
が
妥
当
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
教
唆
及
び
幇
助
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
、
犯
罪
の
完
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
因
果
関
係
を

具
有
す
る
。
教
唆
者
・
幇
助
者
の
立
場
に
お
い
て
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
行
為
者
の
犯
意
が
そ
れ
に
よ
っ
て
遂
行
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
の
で
、
教
唆
・
幇
助
は
、
教
唆
者
・
幇
助
者
に
と
っ
て
実
行
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
正
犯
の
実
行
行
為
は
、
教
唆
者
・
幇

助
者
に
と
っ
て
は
因
果
関
係
の
経
過
た
る
に
他
な
ら
な
い
。
教
唆
・
幇
助
は
そ
れ
自
体
と
し
て
犯
罪
を
構
成
す
る
（
109
）。

④
共
犯
の
犯
罪
性
及
び
可
罰
性
は
、
正
犯
の
そ
れ
に
対
し
て
独
立
に
論
ず
れ
ば
よ
い
の
で
、
共
犯
者
の
行
為
に
つ
い
て
そ
れ
が
実
行
の

着
手
と
解
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
未
遂
犯
処
罰
規
定
の
限
度
に
お
い
て
未
遂
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
が
未
遂
で
あ

る
場
合
及
び
予
備
に
止
ま
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
共
犯
行
為
す
な
わ
ち
教
唆
・
幇
助
行
為
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
場
合
に
も
共
犯
の
未
遂
が

成
立
し
、
未
遂
犯
処
罰
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
（
110
）。

⑤
共
犯
従
属
性
の
論
拠
と
し
て
、⽛
爆
発
物
取
締
罰
則
⽜
第
四
条
、⽛
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
⽜
第
二
条
、⽛
破
壊
活
動
防
止
法
⽜

第
三
八
条
乃
至
第
四
一
条
が
、
一
定
の
犯
罪
の
教
唆
・
幇
助
行
為
だ
け
を
特
別
犯
と
し
て
規
定
し
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
共
犯
の

未
遂
の
刑
が
未
遂
の
一
般
の
刑
よ
り
も
原
則
と
し
て
軽
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
共
犯
従
属
性
の
見
地
を
基
礎
づ
け
る

も
の
で
な
く
、
正
犯
が
未
遂
に
至
ら
な
い
場
合
で
も
例
外
的
に
共
犯
の
未
遂
の
成
立
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
度
に
お
い
て

共
犯
従
属
性
の
見
地
を
否
定
し
、
共
犯
独
立
性
の
見
地
に
立
つ
。
そ
の
意
味
で
、
共
犯
の
未
遂
を
特
別
犯
と
し
て
い
る
こ
と
は
共
犯
従
属

性
の
見
地
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
特
別
犯
は
、
そ
れ
が
目
的
犯
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
目
的
内
容
が

漠
然
と
し
て
い
る
し
、
又
、
目
的
犯
で
も
特
定
の
手
段
を
規
定
し
、
そ
の
手
段
が
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

破
壊
活
動
防
止
法
第
二
条
、
第
三
条
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
場
合
で
も
濫
用
の
危
険
を
包
含
し
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
一
般
の
未
遂

刑
よ
り
も
刑
罰
に
制
限
を
加
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
形
式
的
に
刑
の
軽
重
の
相
違
を
指
摘
す
る
だ
け
で
、
一
般
に
、
正
犯
の
未

遂
以
外
の
共
犯
の
未
遂
を
罰
す
る
の
は
特
に
こ
れ
を
罰
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
特
別
犯
の
場
合
に
限
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
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き
な
い
（
111
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
犯
従
属
性
説
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
（
112
）。

①
教
唆
・
幇
助
行
為
は
基
本
的
構
成
要
件
の
実
行
行
為
と
定
型
を
異
に
す
る
。
例
え
ば
、
殺
人
を
教
唆
又
は
幇
助
す
る
行
為
は
殺
人
行

為
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
教
唆
・
幇
助
の
未
遂
は
基
本
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
未
遂
罪
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
唆
・
幇
助

に
止
ま
る
も
の
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
特
別
の
規
定
を
要
す
る
。
特
別
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
正
犯
の
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
型
説
は
、
か
つ
て
主
張
さ
れ
た
共
犯
は
可
罰
性
乃
至
犯
罪
性
を
正
犯
か
ら
借
用

す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
る
も
の
で
な
く
、
教
唆
・
幇
助
も
そ
れ
自
体
が
犯
罪
性
を
も
つ
か
ら
こ
そ
処
罰
さ
れ
る
（
113
）。

②
定
型
説
の
立
場
で
も
、
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
を
独
立
の
罪
と
し
て
規
定
す
る
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
反
対
す
る
も
の
で
な
い
。

場
合
に
よ
っ
て
、
背
後
に
い
る
教
唆
者
・
幇
助
者
の
方
が
か
え
っ
て
重
い
処
罰
に
値
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
。
こ
の
点
も
、
教
唆
行
為
・

幇
助
行
為
が
実
行
行
為
と
定
型
を
異
に
す
る
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
そ
、
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
通
常
の
場
合
に
は
、
正
犯

の
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
背
後
関
係
を
追
及
す
れ
ば
足
り
る
し
、
又
、
軽
微
な
罪
に
つ
い
て
は
背
後
関
係
を
追
及
す
る
ま
で
も
な

い
。
刑
法
第
六
四
条
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
114
）。

③
解
釈
論
と
し
て
、
現
行
刑
法
は
共
犯
独
立
性
説
と
相
容
れ
な
い
。
刑
法
第
六
一
条
に
よ
れ
ば
、⽛
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
せ
し
め

た
る
者
⽜
と
さ
れ
て
い
る
。⽛
実
行
し
た
⽜
の
で
は
な
く
、⽛
実
行
せ
し
め
た
⽜
の
で
あ
る
。
ま
た
、⽛
実
行
せ
し
め
よ
う
と
し
た
⽜
の
で
は

足
ら
ず
、⽛
実
行
せ
し
め
た
⽜
こ
と
を
要
す
る
。
刑
法
第
六
二
条
が
⽛
正
犯
を
幇
助
し
た
る
者
⽜
と
し
て
い
る
の
も
、
正
犯
が
あ
っ
た
こ
と

を
前
提
と
す
る
意
味
に
理
解
さ
れ
る
（
115
）。
ま
た
、
破
壊
活
動
防
止
法
第
三
九
条
は
、
政
治
上
の
主
義
を
推
進
す
る
な
ど
の
目
的
を
も
っ
て
殺

人
の
教
唆
を
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
す
る
と
定
め
る
。
と
い
う
の
も
、
教
唆
に
止
ま
る
者
は
刑
法
第
六
一
条
の
も

と
で
は
も
と
も
と
不
可
罰
で
あ
る
が
、
特
に
重
大
な
罪
に
関
す
る
も
の
な
の
で
─
こ
れ
に
対
す
る
立
法
論
的
批
判
は
別
論
と
し
て
─
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独
立
罪
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
116
）。

④
共
犯
従
属
性
説
は
⽛
停
止
条
件
付
⽜
犯
罪
を
認
め
る
も
の
だ
と
の
非
難
は
不
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
は
私
法
的
概
念
の
刑
法

に
お
け
る
悪
用
で
あ
る
。
停
止
条
件
付
と
は
意
思
表
示
に
お
い
て
そ
の
効
果
を
あ
る
条
件
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
教
唆
犯
・
幇

助
犯
に
は
か
か
る
意
味
は
な
い
。
た
だ
そ
の
可
罰
性
が
客
観
的
に
正
犯
の
実
行
を
条
件
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
⽛
停
止
条
件

付
⽜
と
い
う
な
ら
ば
、
一
定
の
結
果
を
必
要
と
す
る
犯
罪
は
す
べ
て
停
止
条
件
付
犯
罪
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ひ
と
り
共
犯
だ
け
で
は

な
い
（
117
）。

判
例
は
、⽛
教
唆
罪
ハ
実
行
正
犯
ニ
随
伴
シ
テ
成
立
ス
ル
⽜（
大
判
大
四
・
二
・
一
六
録
二
一
・
一
〇
七
）、⽛
教
唆
犯
従
犯
ハ
何
レ
モ
正

犯
ノ
行
為
ニ
加
担
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
独
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
⽜（
大
判
大
一
二
・
七
・
一
二
集
二
・
七
一
八
）
と
判
示
し
て
、
共
犯
従
属

性
を
認
め
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
共
犯
従
属
性
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
現
行
法
の
解
釈
論
と
し
て
、
共
犯
独
立
性
説
は
、
共
犯

従
属
性
説
と
同
じ
く
、
教
唆
・
幇
助
行
為
は
、
基
本
的
構
成
要
件
の
実
行
行
為
で
は
な
く
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
⽛
拡
張
さ
れ
た
構
成
要

件
の
実
行
行
為
⽜
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
刑
法
第
四
三
条
の
⽛
実
行
⽜
概
念
は
基
本
的
構
成
要
件
の
実
行
だ
け
で
な
く
、

拡
張
さ
れ
た
構
成
要
件
の
実
行
も
含
む
と
い
う
解
釈
か
ら
、
教
唆
・
幇
助
の
未
遂
も
可
罰
的
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
す
。
そ
う
す
る

と
、
こ
こ
で
、⽛
実
行
⽜
の
形
式
的
解
釈
で
は
な
く
、
刑
法
第
四
三
条
の
未
遂
罪
の
処
罰
根
拠
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
、
既
遂
の
意
思
（
主

観
）
が
危
険
な
行
為
と
な
っ
て
現
れ
（
客
観
）、
し
か
も
、
遵
法
心
の
あ
る
人
々
の
法
秩
序
の
通
用
性
へ
の
信
頼
感
を
動
揺
さ
せ
る
、
つ
ま

り
、
法
的
平
和
を
攪
乱
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
客
観
化
さ
れ
た
主
観
説
ま
た
は
印
象
説
）。
し
た
が
っ
て
、
未
遂
を
基
礎
づ
け
る
行
為
は
法

益
の
具
体
的
危
殆
化
を
惹
起
す
る
の
に
適
し
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
う
す
る
と
、教
唆
・
幇
助
行
為
自
体
は
こ
の
段
階
に
至
っ

た
行
為
と
は
云
え
ず
、
被
教
唆
者
・
被
幇
助
者
の
構
成
要
件
的
行
為
を
待
っ
て
、
教
唆
・
幇
助
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
118
）。

し
た
が
っ
て
、
破
壊
活
動
防
止
法
等
が
教
唆
未
遂
の
処
罰
規
定
を
お
き
、
し
か
も
、
正
犯
の
未
遂
よ
り
も
軽
く
処
罰
し
て
い
る
の
は
、
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刑
法
が
一
般
的
に
共
犯
従
属
性
（
量
的
従
属
性
）
を
前
提
と
し
た
上
で
、
独
立
罪
を
定
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
確
か
に
、
共
犯
体
系
モ

デ
ル
に
立
脚
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
そ
の
第
三
〇
条
で
重
罪
（
一
年
以
上
の
自
由
刑
の
定
め
ら
れ
た
犯
罪
）
教
唆
の
未
遂
を
定
め
る
し
、

同
じ
く
共
犯
体
系
モ
デ
ル
に
立
つ
ス
イ
ス
刑
法
も
そ
の
第
二
四
条
第
二
項
が
重
罪
（
三
年
以
上
の
自
由
刑
の
定
め
ら
れ
た
犯
罪
）
教
唆
の

未
遂
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
重
罪
に
限
定
し
た
規
定
で
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ
一
律
的
に
共
犯
体
系
モ
デ
ル
か
ら
の
逸
脱
を

認
め
る
の
は
、
過
度
の
社
会
防
衛
的
観
点
か
ら
処
罰
の
拡
大
に
出
た
も
の
と
云
え
、
刑
事
政
策
的
に
是
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
（
119
）。

最
後
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
が
、
統
一
的
正
犯
者
体
系
へ
の
懐
疑
的
立
場
か
ら
、
日
本
刑
法
と
同
様
に
共
犯
者
体
系
を
採
用
し
て
い
る
根
拠

を
確
認
し
て
お
こ
う
（
参
照
、
本
章
第
⚓
節
⚒
Ｆ
）。

①
統
一
正
犯
者
体
系
に
対
し
て
は
、
全
て
の
関
与
形
態
を
同
価
値
と
み
る
こ
と
で
、
各
行
為
者
の
寄
与
度
合
い
の
重
さ
の
相
違
が
消
滅

し
、
所
為
の
実
行
と
他
人
の
所
為
へ
の
寄
与
の
違
い
が
正
し
く
認
識
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
批
判

は
今
日
あ
る
程
度
ま
で
相
対
化
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
今
日
、
構
成
要
件
該
当
性
判
断
に
当
っ
て
は
、
客
観
的
帰
属
の
検
討
が
必

要
で
あ
る
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
120
）。

②
正
犯
と
共
犯
で
は
不
法
内
実
に
相
違
が
あ
る
と
こ
ろ
、
統
一
正
犯
者
体
系
は
協
働
を
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
法
内
実
の
把

握
に
精
密
さ
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
法
益
侵
害
の
惹
起
に
関
与
し
た
者
は
全
て
正
犯
者
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
各
構
成
要
件
に

特
有
の
行
為
不
法
が
失
わ
れ
る
。
他
方
で
、
自
手
犯
や
特
別
犯
（
身
分
犯
）
に
お
い
て
は
、
外
部
の
関
与
者
も
そ
の
協
働
の
純
然
た
る
因

果
関
係
の
故
に
正
犯
者
と
見
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
者
は
自
ら
の
手
で
行
為
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
又
は
、
正
犯

者
の
資
格
が
無
い
の
で
あ
る
（
121
）（
参
照
、
本
章
第
⚔
節
⚒
Ａ
）。
さ
ら
に
、
個
々
の
協
働
行
為
の
不
法
内
実
が
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
均
一
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
の
定
め
る
明
確
性
原
則
と
の
抵
触
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
（
122
）。

③
統
一
正
犯
者
体
系
は
法
定
刑
の
幅
を
広
く
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
こ
れ
が
裁
判
官
の
裁
量
の
範
囲
を
広
く
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
そ
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の
こ
と
に
よ
っ
て
量
刑
の
予
見
可
能
性
を
減
殺
す
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
は
ド
イ
ツ
刑
法
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法

を
比
較
す
る
限
り
当
ら
な
い
（
123
）。（
ド
イ
ツ
刑
法
対
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
法
定
刑
比
較
例
：
故
殺
罪

五
年
以
上
の
自
由
刑
対
一
〇
年
以

下
の
自
由
刑
。
謀
殺
罪

無
期
自
由
刑
対
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
無
期
自
由
刑
。
窃
盗
罪

五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は

罰
金
対
六
月
以
下
の
自
由
刑
又
は
三
六
〇
日
以
下
の
日
数
罰
金
。
重
い
窃
盗

三
月
以
上
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
対
三
月
以
下
の
自
由

刑
。）④

統
一
正
犯
者
主
義
の
主
要
根
拠
は
単
純
化
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
も
単
純
化
が
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
で
き
な
い
の
な

ら
、
統
一
正
犯
者
体
系
は
無
意
味
と
な
る
。
し
か
し
、
統
一
正
犯
者
体
系
で
も
、
構
成
要
件
次
元
で
正
犯
者
類
型
の
間
に
区
別
が
な
さ
れ

る
か
（
機
能
的
統
一
正
犯
者
概
念
）
あ
る
い
は
個
別
化
が
量
刑
の
次
元
で
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
関
与
形
態
の
区

別
に
関
す
る
旧
理
論
が
新
理
論
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
置
換
も
単
純
に
で
き
る
と
い
う
も
の
で

は
な
い
（
124
）。

⑤
統
一
正
犯
者
体
系
は
処
罰
の
間
隙
を
避
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
共
犯
体
系
で
は
処
罰
さ
れ
な
い
行
為
の
処
罰
に
繋
が
る
。

前
者
で
は
、
共
犯
の
未
遂
が
正
犯
の
未
遂
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
が
、
後
者
で
は
、
教
唆
の
未
遂
が
重
罪
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
（
刑

三
〇
条
）。
統
一
正
犯
者
体
系
で
は
、
は
る
か
手
前
の
予
備
行
為
が
包
括
的
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
罰
の
拡
大
は
法

治
国
主
義
の
観
点
か
ら
も
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
も
誤
り
で
あ
る
（
125
）。
自
手
性
及
び
特
別
の
正
犯
者
資
格
の
欠
如
は
統
一
正
犯
の
妨
げ
と
は

な
ら
な
い
。
特
に
、
間
接
正
犯
及
び
共
同
正
犯
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
自
手
犯
あ
る
い
は
特
別
犯
（
＝
身
分
犯
）
の
特
殊
性
に
そ

ぐ
わ
な
い
（
126
）。
但
し
、
統
一
正
犯
者
体
系
と
い
え
ど
も
、
因
果
関
係
の
認
め
ら
れ
な
い
寄
与
正
犯
者
は
常
に
不
処
罰
で
あ
る
。
こ
こ
に
処
罰

の
間
隙
が
見
ら
れ
る
。

⑥
正
犯
者
、
教
唆
者
及
び
幇
助
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
日
常
の
用
語
法
に
現
れ
た
社
会
的
見
方
に
対
応
し
て
い
る
。
日
常
の
用
語
法

北研 55 (3・46) 530

論 説

北研 55 (3・47) 531

正犯と共犯⑶



と
し
て
、
他
人
に
窃
盗
を
唆
し
た
り
、
窃
盗
の
た
め
の
錠
前
こ
じ
開
け
道
具
を
貸
し
た
り
す
る
者
を
⽛
他
人
の
物
を
窃
取
す
る
者
⽜
と
云

う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
し
も
同
じ
だ
と
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
法
治
国
の
要
請
に
反
す
る
（
127
）。

統
一
正
犯
者
体
系
モ
デ
ル
と
共
犯
体
系
モ
デ
ル
の
理
論
的
対
立
は
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
性
を
も
た
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
純
粋
形
態
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
六
条
は
教
唆
者
を
正
犯
者
に
等

し
く
処
罰
す
る
こ
と
を
定
め
る
が
、
こ
れ
は
正
犯
者
と
共
犯
者
の
一
般
的
無
価
値
格
差
と
整
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ

刑
法
第
三
〇
条
第
一
項
は
重
罪
の
教
唆
未
遂
を
定
め
る
が
、こ
れ
は
共
犯
の
可
罰
性
が
主
犯
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
は
統
一
正
犯
者
思
考
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
機
能
的
統
一
正
犯
者
体
系
で
も
正
犯
者
の
類
型
的
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ

で
も
、
共
犯
体
系
に
お
い
て
は
、
正
犯
者
と
共
犯
者
の
区
別
に
は
全
く
別
の
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。
全
体
と
し
て
み
る
と
、
統
一
正
犯
者

体
系
に
見
ら
れ
る
個
別
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
刑
罰
と
い
う
長
所
よ
り
も
、
共
犯
体
系
の
長
所
で
あ
る
構
成
要
件
の
厳
格
な
解
釈
の
方
が
基

本
法
第
一
〇
三
条
第
二
項
の
要
請
す
る
明
確
性
の
命
令
か
ら
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
128
）。

⚒

正
犯
と
共
犯
の
境
界

正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
故
意
犯
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
る
。
過
失
犯
に
お
い
て
は
客
観
的
注
意
義
務
違

反
（
客
観
的
行
為
帰
属
）
に
よ
る
構
成
要
件
的
結
果
の
実
現
（
客
観
的
結
果
帰
属
）
に
寄
与
す
る
者
は
全
て
正
犯
者
で
あ
り
、
過
失
犯
へ

の
教
唆
・
幇
助
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
犯
で
は
統
一
正
犯
者
体
系
が
支
配
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
過
失

犯
理
論
に
お
い
て
も
、
結
果
の
発
生
に
寄
与
し
た
者
は
全
て
過
失
犯
の
正
犯
者
と
見
ら
れ
る
の
で
な
く
、
客
観
的
帰
属
の
観
点
か
ら
構
成

要
件
該
当
性
が
限
定
さ
れ
る
。

Ａ

構
成
要
件
個
別
特
有
の
正
犯
と
共
犯
の
境
界

正
犯
と
共
犯
を
境
界
づ
け
る
た
め
の
一
般
的
規
準
を
必
要
と
す
る
の
は
、
誰
に
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よ
っ
て
も
遂
行
さ
れ
う
る
構
成
要
件
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
一
般
犯
（
A
llgem
eindelikte）
は
、⽛
…
…
し
た
者
⽜
に
だ
け
関
係
す
る
。

ほ
と
ん
ど
の
犯
罪
は
一
般
犯
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
法
各
則
に
は
、
正
犯
を
特
定
の
属
性
を
有
す
る
者
に
限
定
す
る
構
成
要
件
も
あ
る
。

こ
の
犯
罪
で
は
、⽛
構
成
要
件
型
（
129
）⼧が
正
犯
と
共
犯
を
区
別
す
る
判
断
規
準
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
、
一
般
的
規
準

で
は
な
く
、
個
々
の
構
成
要
件
に
特
有
の
規
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

正
犯
者
概
念
の
構
成
要
件
関
連
性
か
ら
、
正
犯
者
は
自
ら
構
成
要
件
を
実
現
す
る
者
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
構
成
要
件
が
要
求
す

る
正
犯
者
資
格
の
欠
け
て
い
る
者
は
正
犯
者
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
者
は
、
自
ら
構
成
要
件
を
充
足
す
る

の
に
十
分
な
行
為
を
実
行
し
、
構
成
要
件
該
当
の
結
果
を
客
観
的
に
帰
属
可
能
な
形
で
実
現
し
た
場
合
で
す
ら
、
正
犯
者
で
は
な
い
（
130
）。
こ

れ
に
は
次
の
類
型
が
入
る
（
参
照
、
本
章
第
⚒
節
⚒
Ｂ
ａ
）。

①
真
正
特
別
犯
（
＝
真
正
身
分
犯
。
Echte
Sonderdelikte）
真
正
特
別
犯
と
は
主
体
と
し
て
の
特
定
の
資
格
を
要
す
る
犯
罪
類
型

で
あ
る
。
例
え
ば
、
刑
法
第
二
五
章
⽛
汚
職
の
罪
⽜
に
定
め
ら
れ
た
構
成
要
件
は
そ
の
大
部
分
が
⽛
公
務
員
⽜
と
い
う
身
分
を
前
提
と
し

て
い
る
。
秘
密
漏
示
罪
（
刑
一
三
四
条
）
も
主
体
を
医
師
等
の
身
分
の
あ
る
者
に
限
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
医
師
甲
の
妻
乙
が
自
分
の

女
友
達
丙
の
秘
密
に
し
て
い
る
病
気
を
知
り
た
い
と
甲
に
言
っ
た
と
こ
ろ
、
甲
は
乙
に
自
分
で
丙
に
関
す
る
診
療
記
録
を
見
て
確
か
め
る

よ
う
に
勧
め
た
と
い
う
場
合
、
乙
は
、
同
罪
の
主
体
に
属
さ
な
い
の
で
、
正
犯
者
と
し
て
丙
の
秘
密
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
131
）。

②
義
務
犯
（
Pflichtdelikte）
真
正
特
別
犯
の
一
種
で
あ
る
が
、
正
犯
者
が
特
定
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
構
成
要
件
は

義
務
犯
と
呼
ば
れ
る
。
例
え
ば
、
企
業
の
業
務
管
理
者
の
委
託
を
受
け
て
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
も
の
者
は
、⽛
事
務
処
理
者
⽜
で
は
な

い
の
で
、
背
任
罪
（
刑
二
四
七
条
）
の
正
犯
者
と
は
な
り
え
な
い
。
義
務
犯
で
は
、
義
務
違
反
の
形
態
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
違
反

そ
れ
自
体
が
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
。
他
人
の
た
め
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
者
は
、
そ
の
任
務
に
背
き
自
分
の
手
で
他
人
に
財
産
上
の
損
害

を
加
え
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
よ
る
財
産
上
の
損
害
行
為
に
介
入
し
な
い
と
か
、
自
分
の
行
為
が
一
般
犯
に
妥
当
す
る
規
準
に
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よ
れ
ば
教
唆
と
か
幇
助
と
見
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
正
犯
者
で
あ
る
（
132
）。
逆
に
、
か
か
る
義
務
を
負
わ
な
い
者
に
は
教
唆
・
幇
助
が
可
能

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
他
、
交
通
事
故
を
惹
き
起
こ
し
た
場
合
、
単
な
る
同
乗
者
で
あ
っ
て
⽛
乗
務
員
⽜
で
は
な
い
者
が
事
故
現
場

を
立
ち
去
っ
て
も
、
救
護
義
務
・
報
告
義
務
違
反
（
道
交
法
七
二
条
、
同
一
一
七
条
）
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
不
真
正
不
作
為
犯
も

義
務
犯
で
あ
る
。
保
障
人
の
地
位
か
ら
生
ず
る
作
為
義
務
を
負
う
者
だ
け
が
不
真
正
不
作
為
犯
の
正
犯
た
り
う
る
。
そ
う
で
な
い
者
に
は

共
犯
し
か
問
題
と
な
ら
な
い
（
133
）。

③
特
殊
的
主
観
的
不
法
要
素
（
Besondere
subjektive
U
nrechtselem
ente）
正
犯
者
に
構
成
要
件
的
故
意
の
外
に
別
の
主
観
的

不
法
要
素
を
要
す
る
構
成
要
件
が
あ
る
。
例
え
ば
、他
の
者
と
の
共
同
の
計
画
に
基
づ
き
一
緒
に
他
人
の
物
を
窃
取
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、

自
ら
は
不
法
領
得
の
意
思
を
有
し
な
い
と
き
、
窃
盗
の
共
同
正
犯
者
と
は
な
り
え
ず
、
不
法
領
得
の
意
思
を
も
っ
て
故
意
に
窃
取
す
る
窃

盗
犯
人
（
正
犯
者
）
の
幇
助
者
に
過
ぎ
な
い
（
134
）。

④
自
手
犯
（
Eigenhändige
D
elikte）
最
後
に
、
正
犯
者
に
構
成
要
件
該
当
行
為
を
自
ら
の
手
で
実
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
構
成

要
件
が
あ
る
。
例
え
ば
、
偽
証
罪
（
刑
一
六
九
条
）
の
正
犯
者
は
自
ら
宣
誓
し
て
偽
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
手
性
に
よ
っ
て
の
み

自
手
犯
の
特
別
の
行
為
無
価
値
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
間
接
正
犯
や
共
同
正
犯
の
成
立
す
る
余
地
は
な
く
、
教
唆
や
幇
助
の
成
立
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
（
135
）。

Ｂ

一
般
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
の
境
界

刑
法
各
則
の
定
め
る
犯
罪
主
体
⽛
…
…
し
た
者
⽜
は
、⽛
正
犯
者
と
し
て
…
…
し
た
者
⽜

と
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
か
共
犯
か
の
境
界
づ
け
の
問
題
は
客
観
的
構
成
要
件
の
枠
内
で
の
問
題
で
あ
る
（
136
）。⽛
故
意
の
違
法

な
正
犯
⽜
の
成
立
が
教
唆
・
幇
助
の
客
観
的
構
成
要
件
要
素
と
な
る
。

ａ

旧
来
の
学
説

一
般
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
の
境
界
づ
け
に
関
し
て
、
特
に
、
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
、
共
同
正
犯
と
幇
助
犯
の
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区
別
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
正
犯
と
共
犯
の
境
界
づ
け
に
関
し
て
、
わ
が
国
で
は
以
下
の
諸
説
が
知
ら
れ
て
い
る
。

①
(い
わ
ゆ
る
極
端
な
い
し
厳
格
）
主
観
説

本
説
は
、
因
果
関
係
論
に
お
け
る
条
件
説
（
等
価
説
）
を
基
礎
と
し
て
、
結
果
の
全
て
の

条
件
は
等
価
値
で
あ
り
、正
犯
と
共
犯
を
因
果
関
係
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、正
犯
者
と
共
犯
者
は
そ
れ
ら
の
異
な
っ

た
意
思
方
向
、
心
的
態
度
に
よ
っ
て
し
か
区
別
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
正
犯
者
の
意
思
（
anim
usauctoris）
で
行
為
し
、
当
該
所
為
を

⽛
自
己
の
所
為
⽜
と
し
て
意
欲
す
る
者
を
正
犯
者
、
加
担
者
意
思
（
anim
ussocii）
で
行
為
し
、
当
該
所
為
を
⽛
他
人
の
所
為
⽜
と
し
て
仕

向
け
る
又
は
促
進
す
る
者
を
共
犯
者
と
解
す
る
（
参
照
、
本
章
第
⚒
節
⚒
Ｂ
ｂ
）。

今
日
も
は
や
主
張
さ
れ
る
こ
と
の
無
く
な
っ
た
本
説
に
対
し
て
は
、［
湯
船
事
件
］
や
［
ス
タ
チ
ン
ス
キ
ー
事
件
］
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

専
ら
内
的
意
思
方
向
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
所
為
事
象
の
性
質
を
適
切
に
把
握
で
き
て
い
な
い
と
の
批
判
が
妥
当
す
る
。

本
説
は
、
正
犯
者
意
思
と
か
共
犯
者
意
思
と
い
う
も
の
を
、
関
与
者
の
客
観
的
所
為
の
実
質
的
重
さ
と
は
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
正

犯
と
共
犯
を
恣
意
的
に
互
換
可
能
な
概
念
に
し
た
と
云
え
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
手
に
よ
り
所
為
遂
行
を
す
る
者
は
常
に
正
犯
者
と
見
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
（
137
）。

②
拡
張
的
正
犯
者
概
念

共
犯
体
系
と
統
一
正
犯
者
体
系
は
、
様
々
な
所
為
関
与
者
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
か
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と

す
る
と
そ
の
帰
結
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
が
、
拡
張
的
正
犯
者
概
念
と
限
宿
的
正
犯
者
概
念
の
区
別
は
個
別
犯
罪
構

成
要
件
の
射
程
距
離
（
誰
が
？
）
の
問
題
に
か
か
わ
る
。
拡
張
的
正
犯
者
概
念
は
統
一
正
犯
者
体
系
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
が
、
正
犯
者

－

共
犯
者
体
系
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
、
拡
張
的
正
犯
者
概
念
か
ら
出
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
い
や
し
く
も
構
成
要

件
実
現
に
何
ら
か
の
条
件
を
与
え
た
者
は
す
べ
て
正
犯
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
138
）。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
の
態
度
が
単
独
で
構

成
要
件
的
結
果
を
実
現
し
た
か
、
そ
れ
と
も
他
人
の
行
為
を
介
し
て
は
じ
め
て
そ
の
実
現
に
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
正
犯
と
共
犯
と
の
間
に
は
、
元
来
、
区
別
は
無
い
こ
と
に
な
り
、
た
だ
法
律
が
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
、
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一
部
に
つ
い
て
特
別
な
取
り
扱
い
を
し
て
い
る
場
合
に
の
み
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
唆
・
幇
助
行
為
を
行
っ
た
者
も
当
然

に
正
犯
で
あ
る
が
、
法
律
は
こ
れ
を
特
に
教
唆
者
や
幇
助
者
と
し
て
い
る
の
で
、
共
犯
規
定
は
刑
罰
縮
小
事
由
で
あ
る
。
本
説
は
因
果
関

係
論
に
お
け
る
条
件
説
（
等
価
説
）
の
見
地
に
立
つ
正
犯
論
で
あ
る
（
139
）（
参
照
、
本
章
第
⚑
節
⚒
ｂ
）。

拡
張
的
正
犯
概
念
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
向
け
ら
れ
る
（
140
）。
第
一
に
、
こ
の
見
解
を
採
る
と
、
罪
刑
法
定
主
義
的
犯
罪
論
体

系
の
竜
骨
と
も
い
う
べ
き
実
行
行
為
の
観
念
を
放
棄
し
て
し
ま
い
、
そ
の
代
わ
り
に
構
成
要
件
の
実
現
と
い
う
結
果
に
対
し
て
条
件
を
与

え
た
全
て
の
行
為
が
、
刑
法
上
、
同
価
値
で
全
て
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
端
な
平
等
条
件
説
に
転
落
す
る
。

第
二
に
、
実
定
刑
法
が
、
構
成
要
件
の
実
現
に
対
し
て
条
件
を
与
え
た
す
べ
て
の
行
為
を
み
な
正
犯
と
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
う
ち
の
大
き

な
部
分
を
正
犯
で
な
く
共
犯
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
、
殊
に
共
犯
の
う
ち
で
も
幇
助
犯
の
処
罰
が
正
犯
に
比
べ
て
軽
く
な
っ
て

い
る
こ
と
の
理
由
、
あ
る
い
は
、
教
唆
の
未
遂
が
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
の
理
由
を
こ
の
見
解
は
説
明
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
然
に
正

犯
で
あ
る
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
幇
助
犯
と
し
て
減
軽
さ
れ
、
あ
る
い
は
未
遂
に
つ
い
て
他
の
正
犯
と
別
の
扱
い
を
受
け
る
の

か
の
説
明
が
で
き
な
い
。
第
三
に
、
そ
れ
は
共
犯
の
従
属
性
に
つ
い
て
、
極
端
従
属
形
式
を
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
原
理
と
し
て
前

提
す
る
た
め
に
正
犯
概
念
変
更
の
方
向
に
脱
出
路
を
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
が
、
極
端
従
属
形
式
は
決
し
て
不
可
侵
の
原
理
で
は
な

く
、
現
に
ド
イ
ツ
で
も
、
実
定
法
上
も
放
棄
さ
れ
て
制
限
従
属
形
式
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
刑
法
典
の
解
釈
論
と
し
て
も
似

た
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
間
接
正
犯
と
さ
れ
た
責
任
の
な
い
者
を
利
用
す
る
行
為
も
む
し
ろ
共
犯
の
中
に
包
含
さ
れ
る
方

向
を
辿
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
法
及
び
法
学
の
歴
史
は
、
拡
張
的
正
犯
論
の
動
き
と
は
逆
に
、
限
縮
的
正
犯
概
念
を
土
台
と
し

な
が
ら
、
共
犯
の
従
属
性
を
緩
和
し
て
、
間
接
正
犯
を
共
犯
の
中
に
と
り
込
む
こ
と
に
よ
り
問
題
を
処
理
す
る
方
向
に
動
い
て
き
た
し
、

動
い
て
い
る
。
拡
張
的
正
犯
概
念
は
、
こ
の
点
で
歴
史
の
動
向
を
逆
に
取
り
違
え
て
い
る
。

③
限
縮
的
（
制
限
的
）
正
犯
者
概
念
＝
形
式
的
客
観
説

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
世
紀
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ほ
ぼ
一
九
三
〇
年
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代
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
本
説
（
141
）は
、
正
犯
概
念
を
厳
格
に
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
構
成
要
件
を
自
ら
の
手
で
充
足
す
る
者
、
つ
ま
り
、

構
成
要
件
に
定
め
ら
れ
た
行
為
（
例
え
ば
、
窃
取
）
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
者
の
み
が
正
犯
で
あ
る
と
解
す
る
（
142
）。
専
ら
予
備
行
為

や
支
援
行
為
に
よ
っ
て
構
成
要
件
実
現
に
寄
与
す
る
者
は
共
犯
者
で
あ
る
。
正
犯
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
者
の
行
為
が
、
そ
れ

自
体
で
構
成
要
件
該
当
行
為
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
他
人
を
唆
し
て
放
火
を
さ
せ
る
（
教
唆
者
）、
あ
る
い
は
、
殺
人
犯

人
に
殺
害
用
の
拳
銃
を
貸
与
す
る
者
（
幇
助
者
）
は
、
構
成
要
件
的
結
果
を
自
ら
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
正
犯
た
り
え
な
い
。

結
局
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
正
犯
者
概
念
は
直
接
正
犯
者
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
参
照
、
本
章
第
⚑
節
⚒
ａ
）。

限
縮
的
正
犯
者
概
念
と
統
一
正
犯
者
体
系
は
相
互
排
他
的
関
係
に
あ
る
の
で
、
前
者
が
正
犯
者－

共
犯
者
体
系
の
基
礎
に
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
本
説
に
対
し
て
は
、
構
成
要
件
と
の
関
連
づ
け
は
あ
る
も
の
の
、
専
ら
実
行
行
為
と
い
う
外
的
実
行
を
重
視

す
る
と
い
う
点
で
、
狭
す
ぎ
て
お
り
、
形
式
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
批
判
が
妥
当
す
る
。
正
犯
概
念
を
狭
め
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同

正
犯
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
説
に
よ
る
と
、
犯
罪
関
与
者
が
行
為
の
分
担
関
係
に
あ
る
と
き
、
少

な
く
と
も
実
行
行
為
の
一
部
を
分
担
し
た
関
与
者
に
の
み
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
受
け
容
れ
難
い
結
果
に
な
る
。
こ
れ
は
、
全
体

事
象
を
切
り
刻
み
、
共
同
正
犯
を
役
割
分
担
と
い
う
偶
然
の
出
来
事
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
143
）。
さ
ら
に
、
本
説
に
対
し
て
は
、
間
接

正
犯
も
お
よ
そ
説
明
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
る
（
144
）。

④
目
的
的
行
為
支
配
説

目
的
的
行
為
論
を
背
景
に
出
現
し
た
本
説
に
よ
る
と
、⽛
正
犯
と
は
自
己
の
手
に
よ
り
実
行
行
為
を
な
す
必

要
は
必
ず
し
も
な
く
、
構
成
要
件
的
行
為
に
対
す
る
目
的
的
支
配
が
あ
れ
ば
足
り
る
（
145
）⼧。
目
的
的
行
為
支
配
と
は
、⽛
構
成
要
件
的
結
果
を

実
現
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
こ
の
実
現
の
た
め
に
、
目
的
的
に
支
配
・
統
制
し
た
外
部
的
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
⽜。
行
為
を
主
観

＝
客
観
の
全
体
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
目
的
的
行
為
論
の
立
場
か
ら
、
目
的
的
行
為
支
配
説
は
、
正
犯
概
念
の
一
般
的
要
素
と

し
て
の
目
的
的
行
為
支
配
を
主
観
＝
客
観
の
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
し
、
こ
こ
か
ら
、
正
犯
概
念
が
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
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と
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
主
張
す
る
（
146
）。

目
的
的
行
為
支
配
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
見
ら
れ
る
。
目
的
的
行
為
支
配
の
内
容
が
漠
然
と
し
て
い
る
し
、
目
的
的
行

為
支
配
説
の
論
者
の
間
に
お
い
て
も
、
や
や
主
観
面
を
重
視
し
て
、
目
的
的
実
現
意
思
が
そ
の
一
般
的
要
素
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
又
、

主
観
面
と
客
観
面
を
ほ
ぼ
同
程
度
に
考
慮
し
て
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
態
の
目
的
的
統
制
と
す
る
見
解
な
ど
、
そ
の
内
容
の
把
握
に

差
が
あ
る
（
147
）。
又
、
行
為
支
配
と
い
う
概
念
は
、
も
と
も
と
責
任
の
有
無
判
定
の
規
準
と
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の
の
、
あ
ま
り
に
漠
然
と
し

て
い
る
た
め
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
観
念
の
焼
き
直
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
責
任
よ
り
は
る
か
に
細
か
い
解
釈
問
題
で
あ
る
正

犯
と
共
犯
に
関
す
る
規
準
と
し
て
は
役
立
つ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
考
え
を
貫
け
ば
、
例
え
ば
、
暴
力
団
の
親
分
が
絶
対
服

従
の
関
係
に
あ
る
子
分
に
競
争
相
手
を
襲
撃
し
殺
傷
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
共
犯
（
教
唆
犯
）
と
し
て
疑
わ

れ
な
い
場
合
も
、
間
接
正
犯
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
（
所
為
支
配
は
明
ら
か
に
親
分
に
あ
る
）、
従
来
の
共
犯
体
系
そ
の
も
の
を

混
乱
・
崩
壊
に
導
く
こ
と
に
な
る
（
148
）。
さ
ら
に
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
に
つ
い
て
も
、
教
唆
者
・
幇
助
者
が
教
唆
・
幇
助
行
為
に
つ
い
て
の
支

配
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
同
様
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
行
為
支
配
に
よ
る
区
別
は
妥
当
で
な
い
と
批
判
さ
れ
る
の

で
あ
る
（
149
）。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
（
本
章
第
⚒
節
Ｂ
）、
今
日
主
張
さ
れ
て
い
る
所
為
支
配
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て

は
正
鵠
を
欠
い
て
い
る
（
後
出
、
本
章
第
⚔
節
Ｂ
ｂ
）。

⑤
実
行
行
為
説
（
形
式
説
）
本
説
は
、
構
成
要
件
を
指
導
形
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
確
な
正
犯
概
念
が
得
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
出
立
し
て
、
形
式
的
に
は
、
正
犯
者
と
は
、
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
行
う
者
で
あ
り
、
共
犯
者
と
は
、

修
正
さ
れ
た
構
成
要
件
に
該
当
す
る
教
唆
・
幇
助
行
為
に
よ
っ
て
、
正
犯
の
実
行
行
為
に
加
担
す
る
に
す
ぎ
な
い
者
で
あ
る
（
150
）。
こ
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
正
犯
と
共
犯
は
実
行
行
為
の
有
無
と
い
う
⽛
形
式
的
⽜
規
準
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
が
、
正
犯
と
共
犯
の
⽛
実
質
的
⽜
差
異
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は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
は
、
当
該
犯
罪
を
実
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
第
一
次
的
な
責
任
を
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
共
犯
は
正
犯
を
通
し
て
そ
の
犯
罪
の
実
現
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
次
的
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
正
犯
は
、
自
ら
直
接
的
に
そ
の
犯
罪
を
実
現
し
た
か
（
直
接
正
犯
）
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
法
的
に
同
視
し
う
る
形
態
に
お
い
て
、

他
人
を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
犯
罪
を
実
現
し
た
（
間
接
正
犯
）
こ
と
を
要
す
る
の
に
対
し
て
、
共
犯
は
、
そ
の
よ

う
な
正
犯
を
教
唆
・
幇
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
犯
罪
の
実
現
に
関
与
し
た
者
で
あ
る
（
151
）。

本
説
が
構
成
要
件
的
関
連
性
を
重
視
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
問
題
は
い
か
な
る
規
準
に
よ
っ
て
こ
れ
を
判
断
す
る
か

で
あ
る
。
本
説
が
実
態
に
即
し
た
明
瞭
な
規
準
を
提
供
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

ｂ

所
為
支
配
説
＝
実
質
的
客
観
説

形
式
的
客
観
説
は
、
極
端
主
観
説
と
は
異
な
り
、
自
手
性
を
正
犯
者
概
念
の
中
心
要
素
と
し
た

こ
と
、
及
び
、
自
ら
の
手
で
構
成
要
件
を
充
足
す
る
者
が
構
成
要
件
該
当
事
象
の
⽛
中
心
人
物
⽜
で
あ
り
、
所
為
支
配
を
意
の
ま
ま
に
で

き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
客
観
性
・
所
為
支
配
指
向
と
い
う
点
で
、
形
式
的
客
観
説
は
適
切
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
の
正
犯
概
念
は
間
接
正
犯
、
共
同
正
犯
を
把
握
す
る
に
は
狭
す
ぎ
た
の
で
あ
る
（
152
）。
こ
の
欠
点
を
克
服
し
、
正
犯
と
共
犯
の
境

界
づ
け
を
そ
れ
ら
の
実
体
に
即
し
て
的
確
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
近
時
、
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
（
153
）、
そ
の
後
ド
イ
ツ
刑

法
学
で
支
配
的
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
所
為
支
配
説
（
T
atherrschaftslehre）
で
あ
る
（
154
）。
客
観
的
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
正
犯
の

規
準
と
し
て
、⽛
所
為
を
自
己
の
も
の
と
し
て
意
欲
し
た
⽜
か
否
か
で
は
な
く
、
所
為
支
配
が
重
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
質
的
と
呼
ば

れ
る
の
は
、
形
式
的
に
構
成
要
件
該
当
行
為
の
実
行
が
重
視
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
構
成
要
件
実
現
に
自
分
の
手
で
直
接
的
に
関
与
す
る

こ
と
の
な
い
、
構
成
要
件
該
当
事
象
の
中
心
人
物
に
よ
る
支
配
形
態
も
把
握
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
155
）（
参
照
、
本
章
第
⚒
節
Ｂ
）。

所
為
支
配
と
は
、
故
意
に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
た
構
成
要
件
該
当
の
事
象
経
路
を
⽛
意
の
ま
ま
に
動
か
せ
る
⽜
こ
と
（
156
）、
な
い
し
、
意
思
に

よ
っ
て
担
わ
れ
た
所
為
経
路
の
支
配
的
制
禦
と
云
う
こ
と
に
な
る
（
157
）。
こ
う
い
っ
た
所
為
支
配
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
所
為
を
自
分
の
意
思
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に
よ
っ
て
進
行
さ
せ
た
り
、
阻
ん
だ
り
、
中
止
で
き
る
者
で
あ
る
（
158
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
所
為
を
支
配
す
る
者
が
事
象
の
⽛
中
心
人
物
⽜

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
正
犯
者
で
あ
る
（
159
）。

か
か
る
所
為
支
配
が
認
め
ら
れ
る
正
犯
者
形
態
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
正
犯
者
形
態
が
あ
る
。
先
ず
、
所
為
を
自
ら
遂
行
す
る
、
そ
れ

故
、
い
わ
ゆ
る
行
為
支
配
を
行
う
直
接
正
犯
者
が
い
る
。
直
接
正
犯
者
は
自
ら
の
手
で
構
成
要
件
を
充
足
す
る
の
で
あ
る
（
160
）。
次
に
、
他
の

者
に
よ
る
所
為
遂
行
（
間
接
正
犯
）、
い
わ
ゆ
る
知
識
支
配
又
は
意
思
支
配
に
よ
る
所
為
支
配
が
認
め
ら
れ
る
。
優
位
的
認
識
又
は
優
越
的

意
思
に
よ
っ
て
、
背
後
者
は
、⽛
所
為
媒
介
者
⽜、
具
象
的
に
云
う
と
、⽛
道
具
と
し
て
の
人
⽜
を
制
禦
し
な
が
ら
所
為
を
遂
行
す
る
。
こ
の

背
後
者
が
間
接
正
犯
者
で
あ
る
。
最
後
に
、
共
同
の
所
為
遂
行
（
共
同
正
犯
）
の
特
徴
は
、
仕
事
を
分
担
し
て
行
う
関
与
者
の
い
わ
ゆ
る

機
能
的
所
為
支
配
に
あ
る
。
こ
の
仕
事
分
担
者
が
共
同
正
犯
者
で
あ
る
（
161
）。

こ
れ
ら
の
所
為
支
配
の
形
態
に
共
通
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
行
う
者
は
所
為
経
路
に
お
い
て
決
定
的
な
制
禦
役
割
を
も
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
者
は
所
為
を
⽛
行
う
か
ど
う
か
⽜
及
び
⽛
ど
の
よ
う
に
行
う
か
⽜
に
決
定
的
に
関
与
す
る
し
、
少
な
く
と
も
一
緒
に
決
定

す
る
（
162
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
犯
者
は
所
為
事
象
の
⽛
脇
役
⽜
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
は
主
犯
者
を
唆
し
た
り
援
助
し
た
り
す
る
こ
と
に
限

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
163
）。

も
っ
と
も
、
本
説
に
も
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
⽛
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
⽜
の
場
合
、
こ
の
道
具
が
、
所
為
支
配
を
有

し
て
い
る
も
の
の
、
目
的
を
有
し
な
い
の
で
正
犯
者
に
は
な
り
え
な
い
。
し
か
し
、
背
後
者
も
、
所
為
支
配
を
有
し
な
い
の
で
、
正
犯
者

た
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
共
同
正
犯
の
場
合
も
、
関
与
者
の
誰
も
が
自
分
の
所
為
寄
与
に
関
し
て
所
為
支
配

を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
不
真
正
不
作
為
犯
の
場
合
も
、
正
犯
者
も
幇
助
者
も
不
作
為

に
止
ま
る
の
で
、
一
方
の
不
作
為
者
が
所
為
支
配
を
有
し
、
他
の
不
作
為
者
が
所
為
支
配
を
有
し
な
い
と
見
る
の
は
困
難
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
が
生
ず
る
（
164
）。
こ
う
い
っ
た
批
判
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
犯
の
構
成
要
件
関
連
性
の
重
視
、
構
成
要
件
的
実
行
行
為
の
自
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分
の
手
に
よ
る
遂
行
が
な
く
と
も
、
客
観
的
所
為
支
配
の
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
た
点
で
、
所
為
支
配
説
が
優
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

確
か
に
、
所
為
支
配
と
い
う
概
念
は
正
犯
の
多
様
な
現
象
形
態
を
簡
単
に
包
摂
し
う
る
記
述
的
概
念
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、⽛
そ
れ
は
、
そ

の
不
可
欠
な
要
素
を
完
璧
に
挙
げ
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
開
か
れ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
し
い
内
容
の
あ
る

要
素
の
受
け
容
れ
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
（
165
）⽜。
正
犯
の
現
象
形
態
に
即
し
た
所
為
支
配
概
念
が
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

第
⚑
章

注

（
104
）
刑
法
は
、
広
義
の
共
犯
と
し
て
、⽛
共
同
正
犯
⽜、⽛
教
唆
犯
⽜
及
び
⽛
幇
助
犯
⽜
を
規
定
す
る
が
、
共
同
正
犯
は
、
正
犯
の
共
同
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
の
一

種
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
に
対
す
る
意
味
に
お
け
る
⽛
共
犯
⽜
と
い
う
の
は
教
唆
犯
及
び
幇
助
犯
だ
け
を
意
味
す
る
。
狭
義
の
共
犯
は
教
唆
犯
、

幇
助
犯
だ
け
を
含
む
。
参
照
、
木
村
亀
二
⽝
刑
法
総
論
⽞
一
九
五
九
・
三
七
二
頁
。

（
105
）
共
犯
独
立
性
説
は
近
代
学
派
の
主
張
の
一
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
古
典
学
派
の
一
部
か
ら
も
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
参
照
、
木
村
（
Ｉ
-104
）
三

九
四
頁
以
下
。
平
野
龍
一
⽝
刑
法
総
論
Ⅱ
⽞
一
九
七
五
・
三
四
七
頁
。

（
106
）
参
照
、
斎
藤
信
治
⽛
正
犯
と
共
犯
（
共
犯
の
正
犯
に
対
す
る
従
属
性
を
含
む
）⽜（
阿
部
純
二
等
編
⽝
刑
法
基
本
講
座
第
四
巻

未
遂
／
共
犯
／
罪
数
論
⽞
所

収
・
一
九
九
二
・
六
一
頁
以
下
）

（
107
）
木
村
（
Ｉ
-104
）
三
九
二
頁
以
下
。

（
108
）
木
村
（
Ｉ
-104
）
三
九
三
頁
以
下
。

（
109
）
牧
野
英
一
⽝
刑
法
総
論
下
巻
⽞
第
一
五
版
［
全
訂
版
］
一
九
五
九
・
六
七
七
頁
、
六
九
四
頁
。
宮
本
英
脩
⽝
刑
法
学
粋
⽞
第
一
五
版
・
一
九
三
五
・
三
九
二

頁
⽛
独
立
犯
説
ニ
従
テ
、
共
犯
ト
単
独
犯
ト
ニ
於
テ
犯
罪
構
成
ノ
理
論
上
モ
差
別
ナ
シ
ト
ス
レ
ハ
共
犯
ハ
共
犯
ノ
規
定
ア
ル
カ
為
メ
ニ
形
式
上
共
犯
タ
ル
ニ

止
マ
リ
、
共
犯
ノ
規
定
ナ
ク
ン
ハ
当
然
単
独
犯
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
…
…
従
テ
刑
法
上
共
犯
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
理
論
上
処
罰
処
罰
の
有
無
又
ハ
程
度
ニ
関

シ
テ
何
等
カ
特
例
ヲ
設
ク
ル
場
合
例
、
六
三
-六
五
ノ
外
ハ
全
ク
必
要
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。⽜

（
110
）
木
村
（
Ｉ
-104
）
三
九
六
頁
。
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（
111
）
木
村
（
Ｉ
-104
）
三
九
六
頁
注
15
。

（
112
）
参
照
、
斎
藤
（
Ｉ
-106
）
六
三
頁
以
下
。

（
113
）
團
藤
重
光
⽝
刑
法
綱
要
総
論
⽞［
改
訂
版
］
一
九
七
九
・
三
五
二
頁
、
三
五
四
頁
。
小
野
清
一
郎
⽝
新
訂
刑
法
講
義
総
論
⽞［
第
六
版
］
一
九
五
二
・
一
九
九

頁
以
下
。
大
塚
仁
⽝
刑
法
概
説
（
総
論
）⽞［
第
四
版
］
二
〇
〇
八
・
二
八
五
頁
。

（
114
）
團
藤
（
Ｉ
-113
）
三
五
五
頁
。
小
野
（
Ｉ
-113
）
二
〇
一
頁
以
下
。

（
115
）
團
藤
（
Ｉ
-113
）
三
五
五
頁
以
下
。
な
お
、
一
九
九
五
年
四
月
二
八
日
の
刑
法
改
正
前
第
六
一
条
第
一
項
⽛
人
ヲ
教
唆
シ
テ
犯
罪
ヲ
実
行
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ

正
犯
ニ
準
ス
。⽜
同
第
六
二
条
第
一
項
⽛
正
犯
ヲ
幇
助
シ
タ
ル
者
ハ
従
犯
ト
ス
。⽜

（
116
）
團
藤
（
Ｉ
-113
）
三
五
三
頁
。

（
117
）
小
野
（
Ｉ
-113
）
二
〇
一
頁
。

（
118
）
吉
田
敏
雄
⽝
未
遂
犯
と
中
止
犯
⽞
二
〇
一
四
・
三
一
頁
。
平
野
（
Ｉ
-105
）
三
四
九
頁
は
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
を
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
に
求
め
る
こ

と
か
ら
同
様
の
帰
結
を
導
く
。

（
119
）
参
照
、
平
野
（
Ｉ
-105
）
三
四
九
頁
。

（
120
）
V
gl.J.R
enzikow
ski(R
.M
aurach,K
.H
.G
össel,H
.Zipf,D
.D
ölling,u.Ch.Laue),StrafrechtA
T
.,T
b.2,8.A
ufl.,2014,§
47
Rn
12.

（
121
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.10),§
61
II1.

（
122
）
V
gl.G
ropp,(Fn.27),§
10
Rn
34;R
.M
aurach,K
.H
.G
össelu.H
.Zipf,StrafrechtA
T
,T
b.2,7.A
ufl.,1989,§
47
Rn
11.

（
123
）
V
gl.R
enzikow
ski,(Fn.120),§
47
Rn
9.

（
124
）
V
gl.M
aurach/G
össel/Zipf,(Fn.122),§
47
Rn
11.

（
125
）
V
gl.R
oxin,(Fn.27),§
25
Rn
3.

（
126
）
V
gl.Jescheck/W
eigend,(Fn.10),§
61
II1.

（
127
）
V
gl.R
oxin,(Fn
27),§
25
Rn
3.

（
128
）
R
enzikow
ski,(Fn.120),§
47
Rn
15.

（
129
）
K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
11.

（
130
）
K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
12;W
essels,J.,W
.Beulke,H
.Satzger,StrafrechtA
T
,45
A
ufl.,2015,§
16
Rn
753.

（
131
）
K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
13;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16
Rn
754.
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（
132
）
H
.Frister,StrafrechtA
T
,7.A
ufl.,2015,26.K
ap
Rn
32;W
.Joecks,M
ünchnerK
om
m
entarzum
Strafgesetzbuch,Bd.1,2003,§
25
Rn
43;

G
.H
eine,B.W
eißer,Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch,29.A
ufl.,2014,V
orbem
.§§
25
ff.Rn
82;V
gl.R
oxin,(Fn.27),§
25
Rn
267
ff.

（
133
）K
ühl,(Fn.30),§
20Rn
14;R
oxin,(Fn.27),§
25Rn
267ff.;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16Rn
756.一
般
的
に
は
、義
務
犯
は
特
別
犯（
身

分
犯
）
と
同
一
視
さ
れ
る
。
V
gl.H
einrich,(Fn.35),§
33
Rn
1196;K
rey/E
sser,(Fn.28),§
8
Rn
227.

（
134
）
H
einrich,(Fn.35),§
33
Rn
1198;Jescheck/W
eigend,(Fn.10),§
63
I3
b;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
15.

（
135
）
H
einrich,(Fn.35),§
33
Rn
1197;Jescheck/W
eigend,(Fn.10),§
26
II6;K
rey/E
sser,(Fn.28),§
8
Rn
231;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
16;R
oxin,

(Fn.27),§
25
Rn
288
ff.;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16
Rn
755.D
agegen
H
.-H
.Fuhrm
ann,D
asBegehen
derStraftatgem
.§
25

A
bs.1
StGB:unterbesondererBerücksichtigung
dersogenannten
„eigenhändigen“
D
elikte,2004;H
.Satzger,D
ie
eigenhändige
D
elikte,

Jura
2011,103
ff.,107
ff.

（
136
）
V
gl.H
einrich,(Fn.35),§
33
Rn.1200;K
rey/E
sser,(Fn.28),§
24
Rn
791;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
11.

（
137
）
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
五
条
第
一
項
は
、⽛
犯
罪
行
為
を
自
ら
…
…
遂
行
す
る
者
は
、
正
犯
者
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
⽜
と
定
め
て
い
る
の
で
、
本
説
を
支
え
る
実

定
法
上
の
根
拠
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
V
gl.K
ühl,(Fn.30),§
20
Rz
22
f.;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16
Rn
750.参
照
、

福
田
平
⽝
刑
法
総
論
⽞［
第
五
版
］
二
〇
一
一
・
二
五
〇
頁
。

（
138
）
R
inzikow
ski,(Fn.120),§
47
Rn
9;参
照
、
宮
本
英
脩
⽝
刑
法
大
綱
⽞［
第
一
〇
版
］
一
九
三
四
・
一
九
九
頁
。

（
139
）
参
照
、
佐
伯
千
仭
⽝
刑
法
講
義
（
総
論
）⽞［
改
訂
版
］
一
九
七
四
・
三
四
二
頁
。

（
140
）
佐
伯
（
Ｉ
-139
）
三
四
四
頁
以
下
。
福
田
（
Ｉ
-137
）
二
五
〇
頁
以
下
。

（
141
）
V
gl.B.W
eisser,T
äterschaftin
Europa,2011,34.

（
142
）
V
gl.K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
24.

（
143
）
V
gl.H
einrich,(Fn.35),§
33
Rn
1204;Jescheck/W
eigend,(Fn.10),§
61
III2,3;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
24;G
.K
üpper,A
nspruch
und

w
irkliche
Bedeutung
desT
heorienstreitsüberdie
A
bgrenzung
von
T
äterschaftund
T
eilnahm
e,GA
1986,437
ff.,439;R
oxin,(Fn.27),§

25
Rn
29;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16
Rn
744.

（
144
）
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
五
条
第
一
項
は
、⽛
犯
罪
行
為
を
…
…
第
三
者
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
者
、
正
犯
者
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
⽜
と
定
め
、
間
接
正
犯
を
明
文
化

し
て
い
る
。
V
gl.H
einrich,(Fn.35),§
33
Rn
1204;Jescheck/W
eigend,(Fn.10),§
61
III2,3;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
24;R
oxin,(Fn.27),§
25

Rn
29;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16
Rn
744.参
照
、
福
田
（
Ｉ
-126
）
二
五
一
頁
。
な
お
、
形
式
的
客
観
説
を
支
持
す
る
フ
ロ
イ
ン
ト
は
、
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事
情
を
知
ら
な
い
被
害
者
に
清
涼
飲
料
水
だ
と
偽
っ
て
毒
物
混
入
の
飲
料
水
を
渡
し
、
飲
ま
せ
て
殺
害
し
た
者
は
、
間
接
的
に
法
益
侵
害
行
為
を
す
る
者
が

自
ら
構
成
要
件
実
行
行
為
を
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
Freund,(Fn.51),§
10Rn
37.し
か
し
、
フ
ロ
イ
ン
ト
説
は
形
式
的
客
観
説
を
歪
曲
し
て
お
り
、
実

質
的
に
は
そ
こ
か
ら
外
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
V
gl.K
rey/E
sser,(Fn.28),§
25
Rn
826.

（
145
）
平
場
安
治
⽝
刑
法
総
論
講
義
⽞
一
九
六
一
・
一
五
五
頁
。

（
146
）
福
田
（
Ｉ
-137
）
二
五
一
頁
。
福
田
（
二
五
二
頁
）
は
、
目
的
的
行
為
支
配
と
い
っ
た
内
容
の
漠
然
と
し
た
概
念
を
使
用
す
る
よ
り
、
正
犯
と
は
、
主
観
＝

客
観
の
全
体
構
造
を
も
つ
実
行
行
為
を
行
う
者
で
あ
り
、
共
犯
と
は
、
そ
れ
以
外
の
行
態
に
よ
っ
て
実
行
行
為
に
加
功
す
る
者
と
解
す
べ
き
だ
と
論
ず
る
。

そ
の
理
由
は
次
の
点
に
あ
る
。
制
限
的
正
犯
説
が
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
規
準
と
す
る
実
行
行
為
を
、
目
的
的
行
為
論
の
立
場
か
ら
再
編
成
し
、
実
行
行
為

を
主
観
＝
客
観
の
全
体
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
規
範
主
義
的
見
地
か
ら
理
解
す
る
と
、
故
意
犯
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
実

現
の
意
思
を
も
っ
て
、
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
可
能
性
あ
る
行
態
を
な
し
た
者
が
正
犯
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
も
、
正
犯
概
念
は
、
主
観
的
要
素

と
客
観
的
要
素
と
か
ら
構
成
さ
れ
、
目
的
的
行
為
支
配
説
と
同
じ
志
向
を
示
す
。

（
147
）
大
塚
（
Ｉ
-113
）
二
八
〇
頁
。
福
田
（
Ｉ
-137
）
二
五
一
頁
。

（
148
）
佐
伯
（
Ｉ
-139
）
三
四
六
頁
。

（
149
）
團
藤
重
光
⽝
刑
法
綱
要
総
論
⽞［
第
三
版
］
一
九
九
〇
・
三
七
三
頁
。

（
150
）
大
塚
（
Ｉ
-113
）
二
八
一
頁
。
團
藤
（
Ｉ
-149
）
三
七
三
頁
。
川
端
博
⽝
刑
法
総
論
講
義
⽞［
第
三
版
］
二
〇
一
三
・
五
三
六
頁
。

（
151
）
大
塚
（
Ｉ
-113
）
二
八
一
頁
。

（
152
）
K
rey/E
sser,(Fn.28),§
25
Rn
827;R
oxin,(Fn.27),§
25
Rn
17,27,29,32.

（
153
）
C.R
oxin,T
äterschaftund
T
atherrschaft,1.A
ufl.,1963.

（
154
）
G
ropp,(Fn.27),§
10
Rn
77
ff.;R
.D
.H
erzberg,T
äterschaft
und
T
eilnahm
e,1977,7
f.;A
.H
oyer,System
atischer
K
om
m
entar
zum

Strafgesetzbuch,Bd.1,9.A
ufl.,2017,V
or§
25
Rn
11
ff.;Jakobs,(Fn.75),21.A
bschn
Rn
32
ff.;Jescheck/W
eigend,(Fn.10
),§
61
V
;K
ühl,

(Fn.30),§
20
Rn
25
ff;H
.O
tto,Grundkurs
StrafrechtA
T
,7.A
ufl.,2004,§
21
Rn
15
ff.;Stratenw
erth/K
uhlen,(Fn.61),§
12
Rn
15
ff.;

W
essls/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16
Rn
750
ff.

（
155
）
H
oyer,(Fn.154),§
25
Rn
10,12;K
rey/E
sser,(Fn.28),§
25
Rn
828;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
25;K
.K
ühl,Strafgesetzbuch.K
om
m
entar,26.

A
ufl.,2007,V
or
§
25
Rn
4.

（
156
）
M
aurach,(Fn.58),§
47
IIIB
2
b,§
49
IIC
2
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（
157
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.10),§
61
V
1;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
26;E
.Sam
son,System
atischerK
om
m
entarzum
Strafgesetzbuch,22.Lfg.,

5.A
ufl.,(Stand
Septem
ber
1993),§
25
Rn
32.

（
158
）
T
h.H
illenkam
p,32
Problem
e
ausdem
StrafrechtA
T
,12.A
ufl.,2006,116;K
ühl,(Fn.30),§
20
Rn
26;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),

§
16
Rn
746

（
159
）
R
oxin,(Fn.19),127;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.130),§
16
Rn
746.

（
160
）
R
oxin,(Fn.19),127.

（
161
）
R
oxin,(Fn.27),§
25
Rn
38,45
u
188.

（
162
）
BGH
N
JW
1992,3115;G
.H
eine,Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch.K
om
m
entar,28.A
ufl.,2010,V
orbem
§§
25
ff.Rn
62.

（
163
）
W
essels/Beulke/Satzger,(Rn.130),§
16
Rn
746.

（
164
）
V
gl.H
einrich,(Fn.35),§
33
Rn
1206.

（
165
）
R
oxin,(Fn.19),124;V
gl.H
oyer,(Fn.154),§
25
Rn
26.
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